
岩見沢市多目的研修集会施設等条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  上幌向地区多目的研修会館は地域の宅地化等により、農業環境施設として

の役割を終え、地域振興を目的とした施設として設置するため、所管条例を

本条例から岩見沢市コミュニティセンター条例へ変更する。  

大願地区多目的研修会館は、地元の同意に基づき、施設の使用を終了する

ため、現在の指定管理期間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日）をも

って廃止する。  

  鉄北地区多目的研修会館、岩峰地区農地流動化センター、幌向川右岸地区

多目的研修会館、毛陽交流センター、朝日コミュニティ交流センター及び御

茶の水交流センターについては、電気料金や燃料費を始めとする各種物価高

の影響が生じているため、受益者負担の適正化の観点から使用料の引上げを

行う。  

 

第２  改正の内容  

上幌向地区多目的研修会館及び大願地区多目的研修会館を削る。  

鉄北地区多目的研修会館、岩峰地区農地流動化センター、幌向川右岸地区

多目的研修会館、毛陽交流センター、朝日コミュニティ交流センター及び御

茶の水交流センターの使用料について、従来の使用料から約１５０％に引き

上げる。  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  

 

 

 

 

 

 



１ 

 

岩見沢市条例第５８号  

 

岩見沢市多目的研修集会施設等条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市多目的研修集会施設等条例の一部を改正する条例  

 

岩見沢市多目的研修集会施設等条例（昭和５７年条例第１９号）の一部を次

のように改正する。  

 

第２条第１項の表上幌向地区多目的研修会館の項及び大願地区多目的研修会

館の項を削る。  

別表第１中  

「  

上幌向地区多目的研修会館  

幌向川右岸地区多目的研修会館  

大願地区多目的研修会館  

                」  

を  

「  

幌向川右岸地区多目的研修会館  

                」  

に改める。  

 別表第２上幌向地区多目的研修会館の項及び大願地区多目的研修会館の項を

削る。  

別表第３を次のように改める。  



２ 

 

別表第３（第７条、第１８条関係）  

鉄北地区多目的研修会館  

区分  単位  使用料  

通常  冬期  

研修室  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

和室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

洋室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

多目的ホール  ４時間以内  ４，６９０円  ５，６４０円  

超過料金（１時間）  １，１７０円  １，３９０円  

農産物加工実習室  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

 超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

 備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

岩峰地区農地流動化センター  

区分  単位  使用料  

通常  冬期  

会議室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

研修室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

多目的ホール  ４時間以内  ４，６９０円  ５，６４０円  

超過料金（１時間）  １，１７０円  １，３９０円  

ちゅう房  ４時間以内  ９３０円  １，２４０円  

超過料金（１時間）  ２２０円  ３００円  

備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

幌向川右岸地区多目的研修会館  

区分  単位  使用料  



３ 

 

通常  冬期  

研修室１  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

研修室２  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

多目的ホール  ４時間以内  ４，６９０円  ５，６４０円  

超過料金（１時間）  １，１７０円  １，３９０円  

ちゅう房  ４時間以内  ９３０円  １，２４０円  

超過料金（１時間）  ２２０円  ３００円  

備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

毛陽交流センター  

区分  単位  使用料  

通常  冬期  

研修室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

実習室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

加工体験室  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

直売所  １月当たり  ５６，５５０円  

備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

朝日コミュニティ交流センター  

区分  単位  使用料  

通常  冬期  

多目的ホール  ４時間以内  ４，６９０円  ５，６４０円  

超過料金（１時間）  １，１７０円  １，３９０円  

研修室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

ちゅう房  ４時間以内  ９３０円  １，２４０円  



４ 

 

超過料金（１時間）  ２２０円  ３００円  

体験工房  ４時間以内  ２，５００円  ３，１２０円  

超過料金（１時間）  ６１０円  ７６０円  

備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

御茶の水交流センター  

区分  単位  使用料  

通常  冬期  

会議室  ４時間以内  ３，１２０円  ４，３９０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  １，０９０円  

休憩室  ４時間以内  １，５４０円  １，８７０円  

超過料金（１時間）  ３７０円  ４５０円  

開発研究室  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

直売所  １月当たり  ５６，５５０円  

加工所１  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

加工所２  ４時間以内  ３，１２０円  ３，７５０円  

超過料金（１時間）  ７６０円  ９３０円  

備考  冬期料金は、１１月１日から翌年４月末日までとする。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、第２条第１項の

改正規定、別表第１の改正規定及び別表第２の改正規定は、令和８年４月１

日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、

改正後の岩見沢市多目的研修集会施設等条例別表第３の規定にかかわらず、

なお従前の例による。  


